
寒川町都市計画提案制度の流れ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

（決定又は変更の必要なし） （決定又は変更の必要あり）  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
       （決定・変更の必要なし （決定・変更の必要あり 
                という意見）      という意見） 

都市計画提案（提案は素案となる） 

提案要件の確認 

検討委員会にて提案の検討 
検討委員会での検討結果を部長会議

及び政策会議に付議（法第２１条の３

の判断） 
 

提案者へ法第２１条の３の判断の要

旨について連絡 

案の作成 

町都市計画審議会へ意見を聴く 
(連絡に対して提案者から書面
による意見の提出があったら審

議会へ通知） 

説明会（公聴会） 

案の確定 

不採用について

同意がとれたら

提案者へ理由を

付して結果通知 

法定縦覧、意見書の受け付け 

町都市計画審議会へ付議 
（案及び素案の提出） 
（連絡に対して提案者から

書面による意見の提出があ

ったら審議会へ通知） 

提案ができる者 
・当該土地の所有権又は建物の所有を

目的とする対抗要件を備えた地上権

若しくは賃借権を有する者 
・まちづくりの推進を図る活動を行う

ことを目的として設立されたＮＰＯ

法人（特定非営利活動法人）、民法第

34 条の法人、独立行政法人都市再生
機構、地方住宅供給公社若しくはまち

づくりの推進に関し経験と知識を有

するものとして国土交通省令で定め

る団体又はこれらに準ずるものとし

て地方公共団体の条例で定める団体 
 

事前相談 

提案者からの書

面提出（連絡後、

指定期日までに） 
 

提案要件 
・都市計画法第 13条
その他の都市計画に

関する基準に適合す

ること。 
・0.5ｈａ以上の一団
の土地であること。 
・素案の対象となる土

地の区域内の土地所

有者等の 3 分の２以
上の同意を得ている

こと。 

提案対象 
・町が決定権者となる

都市計画 

提案書類 
・氏名及び住所を記載した提案書 
・都市計画の素案 
・土地所有者等の 3 分の２以上の
同意を得たことを証する書類 
 

県知事と協議（同意） 

都市計画決定・変更告示 


